
プロフィール 1971年世田谷区桜上水生まれ、世田谷区新町在住。
東北大学大学院理学研究科修了後、民間研究機関に22年勤務。2017
年より東京都議会議員（1期目）。総務委員会委員。第２４次東京都消
費生活対策審議会委員。(公財）東京都歴史文化財団評議員。

お困りごと、ご意見／ご要望をお寄せください！

MAIL  tomin1st.fukushima.rieko@gmai.com
TEL  090-8345-6086

▲総務委員会で、質問にたつ福島りえこ議員

※1・東京都では、東京がアジア・ナンバーワンの国際金融都市
の地位を取り戻すため、国や民間等と連携しながら、金融の活性
化に向けた取組を推進しています。国際金融都市構想の詳細
は、下記のURLをご参考下さい。
http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/GFCT/japanese/ <国際金融都市構想>

日時：2018年２月 11日 ( 祝 )14:00～16:00

場所：桜新町区民集会所 第１会議室

第 3回タウンミーティングのお知らせ
2018年8年年8年年年8年２２２月 11２ 日 ( 祝 )14:04:04:004:04:00

所：桜桜桜桜桜桜桜新町区民新町区民新町新町新町新町新町 集会所 集会所 集会所 集会所 集会所 集会所会所所 第第１会議第所：桜桜桜桜桜桜桜新町区民集会所所所所所 第第第１会議第第第

3回タウンミーンミーミーンミーンミーミーンミーミーミ ティングティングティングティングティングティングティングテ のお知のおのおのおのおののお知 件名：「タウンミーティング桜新町参加希望」
氏名・住所・電話番号・E-mailを記入し、下記
のメールアドレスにご連絡下さい。
 riecolab@gmail.com

桜新町駅
三井住友銀行

会場

※2・東京都消費生活基本計画の素
案についての詳細を下記のURLをご
参照下さい。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hod
ohappyo/press/2017/11/29/18.html

<東京都消費生活基本計画>

▲活動報告を行う福島りえこ議員 ▲質問に答える福島・おくざわ都議

▲第 2回都政報告会　第二部ワークショップの意見要約

▲用賀地区タウンミーティングの様子

※3・東京都ICT戦略についての詳細を下記のURLをご参照下さい。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/12
/22/08.html

<東京都ICT戦略>

・短期帰国生徒の受け入れについて
・介護報酬の地域手当について
・ゴミの分別回収の是非について
・都市計画道路の見直しの是非について
・再生可能エネルギー関連の補助金について
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<E-mail QR>

090-8345-6086
tomin1st.fukushima.rieko@gmail.com

03-4243-2721

お問合せ先｜皆さまの声を都政へ届けます！

テーマ：地域のつながりを考えよう

vol.3

都政リポート
　第二部のワークショップでは、ま
ず、「消費生活」をテーマに、「第
24次東京都消費生活対策審議会第
5回総会、第6回東京都消費者教育
推進協議会」で審議される「東京都
消費生活基本計画」（※2）を紹介
し、参加者の皆さまが実際に体験
したり、身近で見聞きした被害につ
いて話し合ったり、都民に対して消
費生活教育をどのように行っていく
のが望ましいかについても議論した
りしました。その結果、自宅修理や
お葬式など、人生で何度もあること
ではない場面での消費者トラブル
が多いことや、区民センターなど人
が集ることでの教育が望まれてい
ることがわかりました。
　

　11月23日に成城タウンホールにて、第2回都政報告会
を開催しました。
　第一部では、ゲストにお招きした同じ都民ファーストの
会東京都議団のおくざわ高広都議（町田市選出）と共に、
都議会議員になって4か月間の活動報告をし、都政改革
への期待も伺いました。
　

　都議会第4回定例会は12月1日～15日で開催されまし
た。初日の所信表明で、小池都知事は、イギリスの政治
思想家エドマンド・バークの「困難は厳正なる教師であ
る」との言葉を引用し、人口減少や超高齢化などの困難
を直視し、都政に邁進する姿勢を改めて示しました。
　12月6日の各派の代表質問では、私は区市町村庁舎の
非常用電源設置の促進に関する代表質問の作成を担当し
ました。13時～20時の長丁場でしたが、他会派の質問に
も大きな刺激を受けました。
　12月8日の一般質問では、都民ファーストの会東京都
議団から新人8名が質問に立ちました。例えば、岡本こう
き都議の質問は、厚労省が検討する受動喫煙防止策で、
適用除外の店舗面積を、当初の30㎡以下から拡大する
件に関して、都内の実情を問う内容でした。
　都の調査によれば、回答のあった6,458店舗につい
て、30㎡以下の場合は適用除外の店舗の割合が37.8%
であるのに対し、例えば150㎡以下の場合には93.6%
と、大きく割合が変化することが明らかになりました。
　また、参加型の政治の実現を目指す鈴木邦和都議によ
る質問は、海外の事例を参考に広聴制度の拡充を促すも
ので、都から、都民による事業提案制度をはじめとして広
聴と周知の取り組みを充実させるとの回答を得ました。
　メディアでは豊洲市場移転問題ばかり取り上げられて
いますが、皆さまが選んだ新人都議は、確実に議会に新
しい風を吹きこんでいます。新しい都政実現の萌芽とも
いえる質問の数々を聴きに、是非、都議会に足をお運び
ください。　

　12月11日に行われた総務委員会では、国際金融都市
構想（※1）について、一部の金融系企業や機関投資家だ
けでなく、中小企業や都民も等しく利益を得られる施策
になっているかと、最終的な目標値について質問をしま
した。
　都からは、海外の資産運用業やフィンテック企業を東
京に誘致することで、中小企業は資金調達手段の選択肢
が、都民は資産運用の選択肢が増え、利便性も向上する
こと、そして最終的には、国際金融センターインデック
ス（GFCI）でアジア・ナンバーワンを目指すとの目標値
を引き出しました。
　東京で働く優秀な人材を増やし、国際競争力を高める
という国際金融都市構想ですが、すぐに結果がでる施策
でないからこそ、中長期的な視点で注視してまいります。

　12月16日に用賀地区会館にて開催した第2回タウン
ミーティング。今回のテーマは「東京都ICT戦略」
（※3）。これは私が総務委員会で質問を重ねている
テーマです。
　まず、環境と経済に関わる会社で代表を務める石神勝
博氏を講師にお招きし、ICTを使った地域課題解決に関
わる提案の例や「Code forAICHI」の活動についてご紹
介いただきました。
　そして、「こんなことができたらいいな」というアイ
デアを出しました。「全ての電柱にカメラとマイクをつ
けて、警官のような対応ができるようにしてほしい」、

「都庁からの情
報提供をもっと
わかりやすくし
て ほ し い 」、
「災害時の救助
のときに障害者
など要配慮者の
居場所を教えて
ほしい」など、
皆さまの実生活に直結した大切なご意見を伺いました。今
後も継続してタウンミーティングでご意見伺って参ります。
　

用賀地区で
タウンミーティングを開催

第２回都政報告会を開催

都議会第４回定例会ご報告

都



　各会派から選ばれた12名の都議による議会改革検討
委員会では、多数決ではなく、全会一致を原則として議
論を進めています。
　もっとスピーディに改革してほしいとの声もあるかと
思いますが、全会派が合意することで第一会派が入れ
替わっても後戻りのない改革が実現できます。
　例えば、都議会の公用車については、都が主催する

行事や都議会の開催行事などに議長や副議長が出席す
る際など、議員公用車が必要なケースがあると、廃止よ
りも使途基準や台数の見直しの意見が優勢だったた
め、まずは台数の大幅削減で合意しました。
　今後も、都民の皆さまからみておかしな都議会の風
習は、他会派と粘り強く議論し、改めてまいります。

　パリ協定は、地球温暖化防止を目指して、温室効果ガ
スの排出についての2020年以降の各国の取り組みを決
めた国際的なルールです。
　2014年時点で日本の排出量が世界全体に占める割合
は3.6%。対して中国は28.3%と世界一でした。そんな
中国もパリ協定に参加し「環境配慮型の経済体系を確
立する」と表明し、削減に取り組む姿勢を示しています。
　視察した2025年北京冬季五輪会場では、従来の建築
物を再利用しながらも照明をLED化したり、屋外光を利
用した非常用電灯を整備していました。
　北京市内でも、ナンバープレートの末尾によって曜日ご
とに車両の使用を制限する自動車ナンバー規制や、自転車
のシェアサービスの普及、練炭を使った暖房の禁止など
により、青い空を取り戻しつつあります。

　一方、日本ですが、世界が再生可能エネルギーに大
きく舵を切りつつあるなか、新興国への高効率石炭火力
発電設備の輸出を継続するなど、排出量削減に足踏み
している印象があります。
　そんななかで東京都は、排出量がある基準を達成し
た場合に税を減免したり、余った枠を売ったりできる、
キャップ＆トレード制度をオフィスに導入するなど、先
行的な取り組みを行っています（※）。
　2020東京オリンピックパラリンピックに向け世界に
注目される東京。環境面でも世界をリードする東京であ
り続けたいものです。

　12月17日～20日で「東京日中友好議員連盟協議会
訪中団」の一員として、北京と上海を訪問してきまし
た。訪中団は都議と区議ら計25名で結成され、訪問
は2016年の同時期に続き今回が2回目、かつ、翌年3
月31日に「東京日中友好議員連盟協議会」が発足し
てからは初めての訪問でした。
　北京では「北京冬季五輪委員会」と「北京市人大常
委員会」を訪問し、上海では「上海人民政府外事力公
室」との面会をしました。いずれにおいても、前回と
同規模の25名の超党派での訪問は、歓迎されるとと
もに、都と区レベルの継続した交流の要望がありまし
た。
　中国の発展は新聞等で見聞きはしてはいましたが、
訪問して下記の３つを実感しました。①目指す方向の
明確さ（環境分野で世界をリード、北京冬季五輪で冬
のスポーツ人口を3億人増やすなどの目標設定）②市
街地や飛行場、港湾の目覚ましい発展（北京首都国際
空港の利用者が年間8000万人と成田空港の約2倍と
なり、限界に達しつつあるため、2019年に向けて北
京大興国際空港を建設中。上海港の貨物取扱量は
3700万TEUと東京港の8倍弱、自動化が特徴の第四
期埠頭を計画中）③結果に基づいた自信（中国共産党
第十九回全国代表大会の成功など）
　さらには、新しいものを創るだけでなく、古い建造物
や暮らし、土地に由来した植物など、文化や風土を大切
にする機運も生まれていました。例えば、北京冬季五輪
会場の一つである張家口市については、閉鎖された

飲食を伴う会費に政務活動費を当てることの禁止

　政務活動費の支出については、全国の地方議会で
度々問題になっています。都議会でも今後は、会議や視
察・研修、グループ活動に伴う飲食経費や宿泊に伴う
食事代、議員連盟などに支払う継続的な会費への充
当、そして飲食を伴う新年会費への支出が禁止になり
ました。

10月31日、12月7日の都民ファーストの会東京
都議団が主導する議会改革検討委員会で、全会
派が賛成する形で以下の項目が決定しました。

議員公用車の段階的削減（２２台→９台）と
利用情報のネット公開

常任委員会のインターネット中継
　本会議はこれまでも動画が公開されていましたが、
委員会は議事録だけでした（傍聴はいずれも可能で
す）。その委員会でのやりとりを、より緊張感をもっ
たものにするために、まずは、平成30年度上半期の総
務委員会で試験中継を実施することになりました。そ
の後、他の委員会にも展開していく方針です。

議会のペーパーレス化
　議員になって驚いたのが書類の多さです。本会議の
資料だけでなんと年間43万枚。これとは別に各局か
ら配布される紙の資料もあるのです。こうした紙資料
を電子化しペーパーレス化を推進すれば、紙の節約
(エコ)だけでなく、資料の検索や参照が容易になり、
資料の受け渡し等、議員と都の職員双方の作業効率が
上がります。

▲北京冬季五輪委員会との対談

▲北京市人大常委員会との対談

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/
press/2016/11/04/10_01.html

▲議会改革委員会の様子

※キャップ＆トレード制度詳細

<キャップ&トレード制度>

製鉄所の跡地の建物（鉄鉱石や冷却水の貯蔵庫）を壊
さずに活用したり、樹木などを工事期間中、他の場所
に移植し、終了後に戻すなどもしています。
　今回の訪問は、会派を越えた都議や区議が交流する
貴重な経験でした。今後も日中友好議員連盟は他の道
府県や区市町村に、日中議連の結成を呼びかけていく
そうです。議員は執行機関ではありませんが、都や区
の連携を後押しはできます。今回せっかく頂いたご縁
を大切に、少子高齢化対策などの共通する課題で連携
できることはないか探していきたいと思います。

決定１

決定2

決定3

決定4

　誰でも使える「議会レストラン」には、これまで喫
煙席が130席以上ありました。また都議会棟の禁煙も
徹底されていませんでしたが、全面禁煙が決定しまし
た。
　都民の皆さまの声を力に、引き続き都議会改革を大
きく前進させていきます。

都議会棟の禁煙化決定5

都議会改革が大きく前進 「古い都議会を新しく！」 東京日中友好議員連盟の
一員として訪中

議会改革委員会は全会一致で後戻りしない改革を実現！議会改革委員会は全会一致で後戻りしない改革を実現！

エコ 環境面でも世界をリードする東京に環境面でも世界をリードする東京に

▲第４回都議会定例会の議会内の様子

　関東6県議会平均4.2台を大きく上回る22台を有して
いた都議会の公用車。これまで年間2億円以上の運用費
が発生していました。まず、正副議長等の公務に必要最
低限の台数を除き、13台の公用車を廃止します。加え
て、使用基準を厳格化、公務に限定した利用であること
をホームページ上で公開し、都民の皆さまに見える運用
といたします。
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